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島本町教育委員会 会議録（令和２年第１３回 定例会） 

日 時 
令和２年１２月２２日（火） 

 午前９時３０分 ～ 午前１０時１０分 

場 所 島本町役場３階 委員会室 

出 席 者 持田学教育長、髙岡理恵教育委員、西山洋子教育委員、西尾一実教育委員 

（教育こども部）岡本泰三部長、安藤鎌吾次長 

（教育総務課）廣井信弥課長、島本恵子主査 

（教育推進課）山田敏博課長 

（子育て支援課）南田篤志課長 

（生涯学習課）奥野大介課長 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者 森田美佐教育委員 

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第４２号議案 島本町教育委員会文書取扱規程の一部改正について 

第４３号議案 島本町教育委員会公印規程の一部改正について 

第４４号議案 島本町文化財保護審議会委員の委嘱について 

第１２号報告 令和２年度冬季休業日中における児童生徒の指導について 

議 決 事 項 第４２号議案、第４３号議案、第４４号議案 

教 育 長 の   

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者１名 
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教育長       本日、森田教育委員から、島本町教育委員会会議規則第３条第３項

の規定に基づき、欠席する旨の届出がありましたので、出席者は４名

です。定数を満たしておりますので、令和２年第１３回教育委員会定

例会を開会いたします。 

お諮りいたします。会議録署名委員は、島本町教育委員会会議規則

第１７条の規定により、西山教育委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、会議録署名委員は、西山教育

委員に決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

それでは、第４２号議案「島本町教育委員会文書取扱規程の一部改

正について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    それでは、第４２号議案「島本町教育委員会文書取扱規程の一部改

正について」、御説明申し上げます。 

まず、提案理由は、島本町文書取扱規程との整合性等を図るため、  

所要の改正を行うものでございます。次に、改正の内容について、資

料の５ページの新旧対照表を基に御説明します。一つ目としまして、

現在、「文書の取扱いについては」と定めている箇所を、町長の事務部

局における文書取扱に関する基本ルールを定める島本町文書取扱規程

第１条の規定に倣って、「文書の取扱い及び管理については」に改める

ものでございます。二つ目としまして、現行の規定では、「島本町文書

取扱規程の例による」と定めておりますが、教育委員会における文書

の取扱い等に関しましては、島本町文書取扱規程に基づくルールだけ

なく、町長の事務部局における文書取扱や文書管理のルールの全てを

包括的に準用することを想定しておりますため、そのような趣旨とな

る規定ぶりに改めるものでございます。 

最後に、施行期日は、令達の日でございます。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      改正のタイミングは何年かおきにあるのですか。また、前回はどれ

くらい前に整合性を合わされたのですか。 
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教育総務課長    整合性等を図るタイミングですが、例規一般の話で申しますと、基

本的には、依るところの法令等が改正されたタイミングで速やかに行

うことが望ましいと理解いたしております。この度の、島本町教育委

員会文書取扱規程につきましては、本則のみのため改正の機会は特段

ございませんでしたが、町長部局の文書取扱規程につきましては、平

成２６年に全部改正がなされまして、規定そのものが大きく見直され

た経緯がございます。本来でしたら、その時に必要な改正を行うのが

望ましかったところですが、改正の時期を逸していたものでございま

すので、今この時期に至っておりますが、整合性等を図るため規定の

整理を図ったものでございます。 

教育委員      改正案の「町長の事務部局の例による」の示す意味合いを再度確認

させてください。 

教育総務課長    この度、該当の部分を「町長の事務部局の例による」というふうに

改める次第でございますが、現行でございますと、包括的に準用する

対象が島本町文書取扱規程のルール一つのみに絞って対象としていま

すが、島本町の町長部局の文書取扱の管理等に関するルールにつきま

しては、将来的なところを見据えれば、文書取扱規程のみならず、ほ

かにも制定される予定もございますので、そちらに全て従って教育委

員会の文書取扱を運用していくという趣旨の下、この度「町長の事務

局の例による」という言い回しに改めるということでございます。 

教育長       ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第４３号議案「島本町教育委員会公印規程の一部改正に

ついて」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    それでは、第４３号議案「島本町教育委員会公印規程の一部改正に

ついて」、御説明申し上げます。 

まず、提案理由は、島本町公印規程との整合性を図るため、所要の 
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改正を行うものでございます。次に、改正の内容について、資料の７ 

ページ以降の新旧対照表を基に御説明します。 

まず、７ページの最上段に記載する第３条の改正でございます。現 

行の規定では、教育長の職務代理者が教育長の職務を代理することと 

なった場合、職務代理者の名をもって発する文書に用いる公印には、

教育長の公印を使用することとなっております。しかし、教育センタ

ー所長や学校長など、公印が定められている職員の職務を他の職員が

代理することとなった場合については同様の定めがなく、また、それ

ぞれの職務代理者等の公印もないため、職務代理者等の名をもって発

する文書に用いることのできる公印がない状態となっております。こ

のため、町長部局の島本町公印規程の相当規定に合わせて、職員の職

務代理者等についても、その職務を代理される職員の公印を使用する

ことができるように改めるものでございます。 

次に、８ページ中段に記載する第１１条の２の改正でございます。 

教育委員会公印規程における電子公印に関する規定につきましては、 

島本町公印規程の相当規定に倣って定めているところでございます。 

先般、この島本町公印規程が改正され、電子公印の使用及び廃止に係 

る手続方法の見直しが行われましたことから、教育委員会公印規程に 

つきましても、同様に改めるものでございます。 

その他の改正箇所につきましては、いずれも文言を整理するもので 

ございます。 

最後に、施行期日は、令達の日でございます。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      文言は整理しなければならないと決められているのでしょうか。 

教育総務課長    島本町教育委員会公印規程の改正に至りました背景につきましては、

教育委員会公印規程で申しますところの第１１条の２の電子公印の規

定につきまして、相当規定に当たります島本町公印規程の電子公印に

関する規定が今年の９月に改正されました。その改正の通知を受けま

して、本町の教育委員会の公印規程に関する電子公印の規定につきま
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しても、同じように改正を図ったものでございます。これが、教育委

員会公印規程を改正するに至りました直接の原因に当たるものでござ

います。 

文言の整理につきましては、基本的には、形式的な改正になります

の で、本来でしたら形式的な改正のみをもって改正することはなく、

今回のように実質的な改正を行うときについでに行うものでございま

す。今回、文言の整理というのを広範に行っておりますが、今回、実

質的な改正が行われる機会がございましたので、それに伴いまして一

度文言の改正を要すると認められる箇所につきまして、整理を図った

ものでございます。 

教育委員      第３条の改正案に職務代理者等とありますが、不正を予防する意味

では、複数の者が公印を取り扱うのではなく、職務代理者１名が取り

扱うのが妥当な気がしますが、どのようにお考えですか。 

教育総務課長    今回の職務代理者等におきましても、その職務代理者の印ではなく、

その職務を代理する者、本来の職員の印を使うというふうに改正する

ものでございます。ただ、普段の公印の管理につきましては、例えば

教育長印を例に申しますと、教育長名で発する正式な文書につきまし

ては、公印を付した上で発するようにいたしておりますが、公印その

ものにつきましては、教育長自身が手元で保管して教育長自身が押し

てるものではございません。原則的には、公印管守者、公印を管理す

る者が公印規程で定められておりますので、例えば教育長印でしたら、

教育総務課長が公印管守者として普段公印の管理をいたしております。

実際に教育長印を付す必要が出た場合につきましては、その公印の管

守者や管守者が指名した職員、基本的には教育総務課の課員に当たり

ますが、そちらの管理、使用の下で行っております。ただ、職員にな

りますので、特定の一人のみが扱うものではございませんが、そこに

つきましては、当然所管課において厳正な管理の下で保管、使用して

おります。 

教育委員      今委員が指摘された第３条の「等」が気になっておりまして、その

「等」には何が含まれているのか教えてください。また、実質的な改

正があったときに文言の整理をされるとのことですが、規定は、意味

合いが変わらないのであれば、余り変えない方が良いのかと思ってい
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たのですが、いかがですか。 

教育総務課長    第３条の改正案におきまして、職務代理者等の「等」が何を指すか

ということですが、具体的には、事務取扱といったものを想定してお

ります。職務代理者と事務取扱がそれぞれ何かと申しますと、職務代

理者は、上位の職にある者が何かしらの都合で不在になった場合、そ

の下位の職にある者がその職務を代理した場合に、職務代理者という

名を用いて事務を執行することになります。反対に、事務取扱という

ものもございまして、自分より下位の職にある者、例えば課長級の職

にある者が何かしらの都合で不在になった場合、その上位の部長の職

にある者がその事務を代わって担うことがあります。その下位の職に

ある者の職を担うとき、事務取扱という名を用いて事務を執行するこ

とになります。このため、具体的にこの職務代理者等の「等」の中に

は、事務取扱といったものについて想定して規定するところでござい

ます。 

続きまして、形式的な文言の改正でございます。委員の御指摘のと

お り、文言の整理をしないことによって規程の運用に実質的な影響

はないと理解しております。今回、この文言の改正、整理を行ったも

のにつきましては、いずれも、法令文の書き方としてより適切な表現

に改めるもので、その他につきましても、一部誤字等と思われる箇所

もございましたので、それらも含めて、より適切な表現に改める趣旨

でございます。 

教育長       ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。これより本案

に対する討論を行います。 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第４４号議案「島本町文化財保護審議会委員の委嘱につ

いて」を議題とします。事務局の説明を求めます。 
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生涯学習課長    それでは、第４４号議案「島本町文化財保護審議会委員の委嘱につ

いて」御説明いたします。資料として、委員名簿をお配りしています。 

島本町文化財保護審議会は、本町文化財保護条例に基づき設置して 

いるものでございます。現在委嘱しております各委員は、本年１２月 

３１日をもって任期満了を迎えますことから、改めて委嘱を行うもの 

でございます。任期は、令和３年１月１日から令和４年１２月３１日 

までの２年間となっております。名簿最下段の方を除き、委員５名の 

うち、４名が再任となるものです。 

以上、大変簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      ５番目の方が初めてということですが、この方の専門分野とこの方

を選ばれた理由を教えてください。 

生涯学習課長    専門分野は、日本中世史、日本古代史、古文書学でございます。こ

の方を選んだ理由としまして、ＪＲ島本駅西土地区画整理事業に伴い

発掘調査を行っていまして、鎌倉時代の遺物が発見されていることか

ら、中世に専門を持たれている方が一番適格ではないかということで

ございます。 

教育委員      島本町の文化財保護に対する専門分野のバランスはどうでしょうか。 

生涯学習課長    委員５名のうち、それぞれ分野が異なっております。名簿の中に専

門分野を書かせていただきまして、ある程度いろんな分野の方を委嘱

しているところでございます。古文書を専攻とされている方、美術工

芸品を専攻とされている方、考古学を専攻とされている方、中世史を

専攻とされている方、というような形で、島本町の文化財におきまし

ても古文書が対象となることも、中世の調査をすることもございます

ので、ある程度いろいろな分野から委嘱しているところでございます。 

教育委員      今までの島本町の文化財の特色に重点を置かれてた人選になってい

るのかと思っていたのですが。 

生涯学習課長    文化財保護審議会は、町内の文化財の保護及び活用に関して意見を

述べることが職務になっていますが、今回発掘調査で鎌倉時代の物の

発掘があることから、中世の方ということで委嘱をお願いしたところ
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でございます。 

教育長       島本町で文化財を指定していまして、その中で物がどうであるか議

論していただく専門家の方という形でお集まりいただいています。現

在、ＪＲ島本駅西側地区の発掘調査を行っていますので、その時代の

専門性のある方を今回選ばせていただきました。あとは、町内の古文

書が散在しないように、古文書の専門家の方等、満遍なく広い視野で

協議していただけるように委嘱をしておるということです。 

教育長       ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。これより本案

に対する討論を行います。 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第１２号報告「令和２年度冬季休業日中における児童生

徒の指導について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課長   令和２年１２月１０日付け島教教第１４６５号にて各学校長に対 し

て冬季休業日中における児童・生徒の指導について通知するとともに、

先日の校長会でも万全を期すよう指導しました。また、大阪府教育庁

からの通知も併せて指導を行っています。本町では、大きく５項目を

重点課題としました。 

第１項目の教育相談体制の充実については、教育相談の対応等によ 

り特別支援教育コーディネーターと連携を図り、きめ細かな支援に努

めること。学校はもとより、市町村の相談窓口や以下の機関でも相談

が可能であることを児童生徒や保護者に広く周知すること。加えて、

新学期に対する不安感を和らげ、新学期のスタートがスムーズに切れ

るよう万全を期すこと。 

          第２項目の非行及び犯罪被害等の防止については、児童生徒の基本

的生活習慣の確立及び日常生活全般での様々な危険に適切に対応でき

るよう、学校、家庭、地域の連携を強化して児童の充実を図ること。
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また、児童生徒に携帯電話やスマートフォン等を介したインターネッ

ト利用の危険性を認識させるとともに、家庭でのルールづくりやフィ

ルタリングの徹底等、保護者への啓発に働き掛けること。 

第３項目の安全管理・指導については、児童生徒の安全確保や犯罪  

被害の防止に努め、校内の連絡体制及び警察等の関係機関との連絡・

連携方法を再確認すること。 

部活動指導については、活動中は常に個々の児童生徒の健康状態を 

把握し、事故を未然に防止するため、安全管理・指導に万全を期すこ

と。また、「島本町部活動の在り方に関する方針」（島本町部活動ガイ

ドライン）を踏まえ、休養日を設定し、一日の活動時間についても配

慮すること。配慮をするよう明示しました。 

第４項目のいじめ対応については、児童生徒が発するいじめのサイ

ン等を見逃さないよう情報収集に努めるとともに、いじめ対応の取組

が各学校のいじめ防止基本方針に則って行われているか、今一度見直

し、迅速かつ適切な対応に努めること。また、解消に向けて取組中の

事象については、休業期間中に教育相談を実施するなど児童生徒の不

安が生じないように家庭とも密接に連携し、適切な支援に努めること。 

第５項目の長期欠席・不登校等への取組については、未然防止、初

期対応、自立支援の３つの段階に分け、４月～１２月の全児童生徒の

欠席・遅刻・早退状況を点検し、気になる児童生徒については、保護

者への連絡、家庭訪問をし、状況把握に努めること。また、新たな不

登校児童生徒を生み出さない学校・学級づくりに向けた実践を検討す

るとともに、当該児童生徒への支援方法や対応については、ＳＣ、Ｓ

ＳＷ等の専門家や教育センター等関係機関も含めた検討を行うことと

しました。 

以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

教育長       ただいまの報告について、御質問、御意見がございましたら挙手願

います。 

教育委員      冬休みの日程と、冬休み中のクラブ活動など、例年との違いを教え

てください。 

教育推進課長    冬休みの期間でありますが、例年でしたら、１２月２５日から１月

７日までの２週間が冬季休業日となりますが、本年度は、授業時間確
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保の観点から冬休みを短縮いたしまして、１２月２６日から１月５日

までとしております。また、これに伴いまして、本来でしたら１２月

２９日から１月３日までの学校閉庁日を、１２月２８日から１月４日

までとしております。閉庁日につきましては、原則クラブ活動等も行

いませんので、クラブ活動等を行える日数としては、例年より少なく

なっているのが現状です。３学期が１月６日から始まるということに

なってますので、閉庁日を除きますと、１月５日が職員の最初の勤務

日になろうかと思います。この日について、先ほど申しました新学期

を迎えるに当たっての児童生徒への指導というものが行えるものと認

識しております。 

教育委員      閉庁日の教育相談の対応はどのようにされるのでしょうか。 

教育推進課長    教育センターは通常どおりとなりますので、教育センターに連絡し

ていただければ相談が行えるという体制になっております。 

教育委員      コロナ禍で新入生が学校に慣れていく時期が休校になっておりまし 

たので、例年よりも不登校等が多かったのでしょうか。もしあったと 

しても、この期間中に大体解消されているのでしょうか。冬休みに 

特に何か対策を取らないといけないのか等、お聞かせください。 

教育推進課長    ７月までの状況でお答えさせていただくと、現状で小学校１年生に

関して３０日以上欠席の生徒に関しては０件という形になっておりま

す。当然、休業期間中にも、担任から家庭訪問、若しくは電話連絡等

で新入生に対して指導を行っておりますので、例年よりも丁寧な指導

を行った次第でございます。 

また、中学校につきましても、７月段階で３０日以上欠席している 

生徒は０名となっておりますので、中学校においても、同じように、 

新入生に対してより丁寧な指導を行った結果であろうかと考えており 

ます。 

教育長       ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

それでは、これをもちまして、令和２年第１３回教育委員会定例会

を閉会いたします。 

 


